
　地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当

見積場所 新発田市役所６階　

午前１０時

上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が契約金額となる。

第４号様式（第８条関係）

見積結果表（随意契約用）

番　　号

契約の名称

履行場所

契約履行期限

教受第14号

新発田市民文化会館大ホール音響設備改修（2期）工事

中央町4丁目

令和4年3月15日 187日間

見積日時 令和3年9月1日

新発田市 地内

　上記見積者を指名した理由

契約検査課

　　　　　　見積者 見積（円） 再見積（円） 備　考

71,600,000 決定ヤマハサウンドシステム（株）



第５号様式（第８条関係）

契　約　締　結　結　果　表

番　号

契約の名称

履行場所 新発田市 地内

種別

契約の概要

契約の相手方

商号又は名称

住所

契約日

契約履行期限

契約金額

予定価格

円

最低制限価格

※　契約金額、予定価格、最低制限価格は消費税及び地方消費税込みの金額です。

円

教受第14号

新発田市民文化会館大ホール音響設備改修（2期）工事

中央町4丁目

電気通信工事

新発田市民文化会館大ホールに設置されている音響設備の改修を行うもの。
１　出力制御架、パワーアンプ架更新工事　一式
２　スピーカーシステム更新工事　一式
３　スピーカーコンセント更新工事　一式　他工事　一式

東京都中央区日本橋箱崎町４１ー１２

令和3年9月10日 

令和4年3月15日 

78,760,000

78,881,000

ヤマハサウンドシステム（株）

な　　し


